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臨時休校期間における生徒の過ごし方等について

日頃より本校の教育活動にご理解 とご協力を賜 り感謝申し上げます。
この度の臨時休校措置にあた り、休校期間中の本校生徒の過 ごし方等について、以下の 4

点をご確認いただき、ご家庭でもご指導いただきますよう、よろしくお願い致 します。

1 臨時休校期間の過ごし方について

(1)平 日においては、本校の 日課時間 8■ 0～ 16:10ま での時間は家庭で過ごし、学習等を行
い、外出す ることのないよ うに して ください。本来なら学校で学習をしている時間で
あるため、友人宅に行 くことや友人 と共に外出することのないよ うに して ください。
日課時間外においても、できるだけ不要不急の外出を避けてください。

(2)土曜 日。日曜 日・祝 日においても、不要不急の外出を避 けてください。やむを得ず外出
する場合はマスクを着用 し、人混みをできるだけ避けてください。

2 健康管理について

(1)臨 時休校期間中は、マスクの着用、手洗い、 うがい、部屋の換気な ど、通常の風邪予
防 と同様の対応に努めて ください。また、生活の リズムが乱れないよ うに、起床・就
寝時間や学習時間等に配慮 し、抵抗力を高めるためのバランスの とれた食事をとり、
規則正 しい生活を心がけてください。

(2)風邪の症状や 37.5度以上の発熱が 4日 以上続 く場合や、強いだるさ(倦怠感)や息苦 し
さ(呼吸困難)が ある場合は、南加賀保健福祉センター (0761‐ 22-0796)等 の電話相談窓 口
へ相談 してください。

3 今後の学校からの連絡について

(1)今後の学校か らの連絡は、主に一斉メール、学校ホームページを通 して行います。 メ
ールが受信できない、ホームページを閲覧できない とい う方は、電話でも対応 します
ので、遠慮なく学校までご相談 ください。

(2)重要な連絡の場合は、普段の 「配信専用メール」ではなく、「既読確認 メール」を送信
することがあ ります。この 「既読確認メール」は、受信者がそのまま返信する※ことで、
学校が既読確認 をできるようになっています。既読が確認できない場合は、メールが

再送 され、最終的には学校 より確認の電話を差 し上げることとな ります。「要返信」 と

書かれた 「既読確認 メール」が届いた場合は、内容を確認後、速やかに返信をお願い

します。 (ご家族にメール登録者が複数名いらっしゃる場合は、お一人の返信をもって

既読 と確認 させていただきます。)※そのまま返信できない場合は、何か しらの文字を
入力 して返信 してください。

4そ の他

(1)休校期間中も、教職員は基本的に学校で勤務 しています。学習内容や入試関係など、
分か らないこと 。質問 したいこと等がある場合や、体調などに関 し心配なことがある

場合は学校 (0761‐ 57-0246)ま で連絡 して ください。なお、電話連絡は、お急ぎの用件で

なければ、できるだけ 8■ 0～ 16:40の 間でお願い します。

(2)平 日の 日課時間は、担任や学年担当等か ら生徒の皆 さんへ電話をかけることもあ りま

す。学校 (固 定電話や発信専用携帯)か らの電話には出られるよ うに しておいてくだ

さい。

(3)国や地方公共団体から出ている正確な情報等をご確認いただき、冷静かつ適切な対応をお願
いします。新 しい情報が入 り次第、学校よりお知 らせ します。


